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平成２８年度第２０回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：平成２９年１月２３日 

                     担当部・課： 産業部  観光課  (内線 3535) 

北上総合支所 地域振興課 (67-2111) 

① 件名 

 

 石巻市北上観光物産交流センター供用開始日の変更について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

  本施設は、環境省が進める「川のビジターセンター」に併設整備し、平成２９年４月１日の供用

開始を目指してきたところであるが、事業用地の取得等に不測の時間を要したことなどから、施行

区域内の作業に大幅な遅れが生じたことによって建設工事に着手できていない状況である。 

 

【目的】 

施設の整備に遅れが生じたため供用開始日を延期するもの。 

 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】石巻市北上観光物産交流センター条例 

       

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

【〔震災復興計画との整合性  有・無〕】 

 震災復興基本計画実施計画  施策大綱３ 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 

                大区分４ 地域資源を活かす 

                   １ 観光業・施設の再生復興 

 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成２８年 ９月 市議会第３回定例会において設置条例を議決 
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⑤ 主な内容 

 

 【変更前】 

  供用開始日：平成２９年４月１日 

【変更後】 

  供用開始日：平成２９年１１月（予定） 

        ※条例に関しては施行期日を規則で定めるように改正予定 

 

※参考 

【施設の名称】 

  ・石巻市北上観光物産交流センター 

 

【施設の概要】 

・木造平屋建て 延べ床面積：９２．８㎡ 

 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

  必要な改正を行うことで適正な運用が図られる。 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

 なし 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

平成２９年 ２月 市議会第１回定例会に「石巻市北上観光物産交流センター条例の一部を改正す

る条例」を提案（公布の日から施行） 

建設工事着工 

平成２９年 ９月 市議会第３回定例会に指定管理者の指定議案を提案 

１０月 建設工事完了 

     指定管理に係る基本協定の締結 

１１月 指定管理者に係る年度協定の締結 

供用開始 

 

⑨ その他 

 

≪参考≫ 

フィールドミュージアム事業内容 

【園内敷地面積】 

・約４８，０００㎡ 

【ビジターセンター】 

・木造平屋建、建築面積 約５９０㎡ 

 

 

 


